
2022 年 1 月 24 日 
関西電力株式会社 

 
美浜発電所３号機、高浜発電所１，２，３，４号機及び大飯発電所３，４号機 大山生竹

テフラの噴出規模見直し対応に係る使用前事業者検査及び使用前確認の取り扱いについて 
 
１．はじめに 

美浜発電所３号機、高浜発電所１，２，３，４号機及び大飯発電所３，４号機について

は、新規制基準に基づく許認可処分を受けているが、原子力規制員会において降下火砕

物に係る火山影響評価に関して新知見が認定されたことに伴い、大山生竹テフラ（以下

「ＤＮＰ」とする）噴出規模見直しに係る許認可申請を行った。 

現在、設工認審査の終盤を迎えており、今後は検査フェーズになることから、本件に係

る使用前確認の取り扱いについて、事前に確認をさせていただきたい。 

 

２．設工認申請の概要 
本設工認では、ＤＮＰ噴出規模見直しによる降下火砕物の層厚変更に伴い、基本設計方

針に記載した最大層厚を見直すとともに、降下火砕物の影響を考慮すべき施設である建

屋及び屋外タンク等の強度評価を実施している。（要目表の変更はない） 

また、強度評価を実施した結果、何れの施設についても降下火砕物が堆積することによ

り発生する応力等は基準値を超えていないことから、構造強度評価上問題ないことを確

認した。（本設工認での工事は不要） 
なお、降灰時の運用として、「降下火砕物の除去」、「フィルタの取替・清掃」および

「換気空調設備の閉回路循環運転」等を基本設計方針に記載しているが、これらの手順

は降り積もる火山灰の層厚によって実施する内容が変わるものではないため、保安規定

及び社内標準の変更は不要である。 
 

３．使用前事業者検査及び使用前確認の取り扱い 
上記のとおり、ＤＮＰ噴出規模見直しに係る対応については、設工認申請は実施してい

るものの実設備に対して加工等は行わないことから、設工認段階で妥当性確認が完了す

ると判断しており、基本設計方針に記載した降灰時の運用についても変更がないため、

使用前事業者検査は不要であると考えている。 
また、使用前確認については、「使用前事業者検査に関する原子力規制委員会の確認等

に係る運用ガイド」の使用前確認の省略事例である「予備品の共用化、所属替え等、設

置及び工事の計画の認可又は届出の手続だけで設備に対して加工等の変更を加えない場

合」に該当すると考えているため、設工認認可後において使用前確認の省略指示をいた

だきたい。 
 

以上 
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【添付資料】 
添付１：ＤＮＰに係る設工認申請の概要 
添付２：ＤＮＰに係る設工認申請書抜粋 
添付３：ＤＮＰに係る設工認申請に対する使用前確認の省略要否一覧表 
 

（参考） 
実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 
第十七条 （使用前確認を要しない場合） 

法第四十三条の三の十一第三項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、

次のとおりとする。 
（一 ～ 三 省略）  
四 発電用原子炉施設の設置の場所の状況又は工事の内容により、原子力規制委員会

が支障がないと認めて使用前確認を受けないで使用することができる旨を指示

した場合 
 

使用前事業者検査に関する原子力規制委員会の確認等に係る運用ガイド 
4.3 使用前確認の省略指示 

規則第１７条第４号の規定においては、発電用原子炉施設の設置の場所の状況又

は工事の内容により支障がないと認められ、使用前確認を受けないで設備を使用

することができる場合について規定している。「設置の場所の状況又は工事の内容

により支障がない」とは、一例として以下の事項等が該当する。 
(1) 既設のほかの発電用原子炉施設に影響を与えない設備の撤去の工事 
(2) 予備品の共用化、所属替え等、設置及び工事の計画の認可又は届出の手続だ

けで設備に対して加工等の変更を加えない場合 
設計及び工事の計画の認可又は届出がなされた際に、当該工事をしようとする者

に設置の場所の状況又は工事の内容を確認し、支障がないと認められる場合には、

規則第１７条第４号の規定に基づき、当該工事をしようとする者に対して、当該認

可日又は届出の工事開始の制限期間が明ける日以降速やかに、法第４３条の３の

１１第３項に規定する使用前確認を受けないで使用することができる旨の指示を

添付－２に示す様式３により行うこととする。 
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経
緯

〇
20

13
年

7⽉
8⽇

新
規

制
基

準
が

施
⾏

。
⇒

最
⼤

層
厚

10
cm

、降
下

⽕
砕

物
濃

度
は

既
往

最
⼤

※
1 と

して
、設

置
許

可
・工

認
・保

安
規

定
を

申
請

。
※

1
当

初
申

請
で

は
ア

イス
ラン

ドの
⽕

⼭
（

濃
度

︓
3,

24
1μ

g/
m

3 ）
を

⽤
い

て
い

た
が

、美
浜

3号
機

の
設

置
許

可
の

パ
ブ

コメ
以

降
、セ

ント
へ

レ
ンズ

⽕
⼭

（
濃

度
︓

33
,4

00
μg

/m
3 ）

を
適

⽤
。（

全
プ

ラン
ト、

セ
ン

トへ
レ

ンズ
⽕

⼭
の

濃
度

に
対

す
る

影
響

確
認

済
み

）

〇
20

17
年

12
⽉

14
⽇

「実
⽤

発
電

⽤
原

⼦
炉

の
設

置
、運

転
等

に
関

す
る

規
則

の
⼀

部
改

正
」が

施
⾏

。
合

わ
せ

て
、「

原
⼦

⼒
発

電
所

の
⽕

⼭
影

響
評

価
ガ

イド
」が

改
正

され
、降

下
⽕

砕
物

濃
度

の
推

定
⼿

法
が

規
定

。
⇒

「フ
ィル

タに
よ

る
⾮

常
⽤

D
Gの

機
能

維
持

」、
「タ

ー
ビン

動
補

助
給

⽔
ポ

ンプ
に

よ
る

冷
却

⼿
段

の
確

保
」、

「D
G喪

失
時

に
お

け
る

中
圧

ポ
ンプ

に
よ

る
冷

却
⼿

段
の

確
保

」を
定

め
た

保
安

規
定

を
申

請
。

この
際

、上
記

の
運

⽤
対

策
に

つ
い

て
、

24
時

間
で

最
⼤

層
厚

が
降

り積
も

る
とし

た
降

下
⽕

砕
物

濃
度

※
2

を
⽤

い
て

、保
安

規
定

に
定

め
る

運
⽤

が
成

⽴
す

る
こと

を
確

認
。

※
2

美
浜

発
電

所
1.

75
g/

m
3 、

高
浜

発
電

所
1.

4g
/m

3 
、⼤

飯
発

電
所

1.
44

g/
m

3

〇
20

19
年

6⽉
19

⽇
核

原
料

物
質

、核
燃

料
物

質
及

び
原

⼦
炉

の
規

制
に

関
す

る
法

律
第

43
条

の
３

の
23

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
く命

令
の

発
出

。
⇒

⼤
⼭

生
竹

テ
フラ

の
噴

出
規

模
を

11
km

3 程
度

と⾒
込

み
、設

置
許

可
を

申
請

。
設

置
許

可
審

査
で

は
、以

下
を

ご
説

明
。

・⾒
直

した
最

⼤
層

厚
で

の
施

設
の

成
⽴

性
を

説
明

⇒
詳

細
設

計
は

、設
工

認
審

査
で

ご
説

明
・2

4時
間

で
⾒

直
し後

の
最

⼤
層

厚
が

降
り積

も
る

とし
た

降
下

⽕
砕

物
濃

度
※

3 で
の

運
⽤

の
成

⽴
性

等
を

説
明

⇒
詳

細
な

運
⽤

確
認

は
、保

安
規

定
審

査
で

ご
説

明
※

3
美

浜
発

電
所

3.
91

g/
m

3 、
高

浜
発

電
所

3.
78

g/
m

3 
、⼤

飯
発

電
所

3.
63

g/
m

3 

20
21
年

9月
7日

審
査
会
合
資
料
（
⼀
部
加
筆
）

︓
技
術
基
準
の
要
求
で
は
な
い
た
め
、
設
⼯
認
対
象
で
は
な
く
、

保
安
規
定
に
て
手
順
を
整
備
し
対
応
。
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原
⼦

⼒
発

電
所

へ
の

⽕
⼭

事
象

の
影

響
評

価
に

対
す

る
整

理

①
要

員
の

配
置

保
安

規
定

の
記

載
事

項

②
教

育
訓

練
の

実
施

③
資

機
材

の
配

備

④
⼿

順
書

の
整

備

降
下

⽕
砕

物
の

侵
⼊

防
⽌

降
下

⽕
砕

物
及

び
積

雪
の

除
去

作
業

降
灰

時
の

原
⼦

炉
施

設
へ

の
影

響
確

認

施
設

管
理

、点
検

⑤
定

期
的

な
評

価

デ
ィー

ゼ
ル

発
電

機
の

機
能

を
維

持
す

る
た

め
の

対
策

ター
ビン

動
補

助
給

⽔
ポ

ンプ
を

⽤
い

た
炉

⼼
を

冷
却

す
る

た
め

の
対

策

蒸
気

発
生

器
補

給
⽤

仮
設

中
圧

ポ
ンプ

（
電

動
）

を
⽤

い
た

炉
⼼

の
著

しい
損

傷
を

防
⽌

す
る

た
め

の
対

策

緊
急

時
対

策
所

の
居

住
性

確
保

に
関

す
る

対
策

通
信

連
絡

設
備

に
関

す
る

対
策

電
源

⾞
の

燃
料

確
保

に
関

す
る

対
策

消
⽕

⽔
バ

ック
ア

ップ
タン

クか
ら復

⽔
タン

クへ
の

補
給

に
関

す
る

対
策

︓
技

術
基

準
の

要
求

で
実

施
す

る
⼿

順
︓

炉
規

則
改

正
の

要
求

で
実

施
す

る
⼿

順

⑥
原

⼦
炉

施
設

の
災

害
を

未
然

に
防

⽌
す

る
た

め
の

措
置

⑦
その

他
関

連
す

る
活

動

〇
層
厚
⾒
直
し
に
伴
い
保
安
規
定
申
請
を
し
て
い
る
が
、
炉
規
則
改
正
の
要
求
で
実
施
す
る
手
順
の
変
更
を
⾏
っ
た
も
の
で
あ
り
、

技
術
基
準
要
求
で
実
施
す
る
手
順
の
変
更
は
⾏
っ
て
い
な
い
。

変
更

な
し

変
更

な
し

変
更

な
し

変
更

な
し
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本
設
⼯
認
申
請

の
内

容
（

1/
3）

20
21
年

9月
7日

審
査
会
合
資
料

技
術

基
準

規
則

第
7条

及
び

第
54

条
に

規
定

され
る

⾃
然

現
象

（
⽕

⼭
）

に
対

す
る

機
能

維
持

評
価

の
内

、層
厚

変
更

に
伴

い
既

認
可

の
添

付
資

料
、補

⾜
説

明
資

料
の

評
価

に
変

更
が

あ
る

も
の

を
抽

出
。

技
術

基
準

規
則

第
7条

及
び

第
54

条
に

規
定

され
る

⾃
然

現
象

（
⽕

⼭
）

に
対

す
る

機
能

維
持

評
価

か

層
厚
変
更
に
伴
い
評
価
を
実
施

評 価 対 象 外

YE
S

YE
S

NONO

D
B施

設
、S

A施
設

、特
重

施
設

に
対

す
る

評
価

層
厚

変
更

に
伴

い
既

認
可

の
添

付
資

料
、補

⾜
説

明
資

料
の

評
価

に
変

更
が

あ
る

か

評
価

対
象

施
設

層
厚

変
更

に
よ

り評
価

が
変

わ
る

影
響

因
⼦

主
な

ご
説

明
事

項

DB 施
設

外
部

しゃ
へ

い
建

屋
、補

助
建

屋
、燃

料
取

扱
建

屋
、中

間
建

屋
、デ

ィー
ゼ

ル
建

屋
、

制
御

建
屋

原
⼦

炉
格

納
容

器
、原

⼦
炉

周
辺

建
屋

、廃
棄

物
処

理
建

屋
（

O
34

固
有

）
外

周
建

屋
、補

助
⼀

般
建

屋
、燃

料
取

替
⽤

⽔
タン

ク建
屋

（
T3

4固
有

）
荷

重
強
度
評
価

規
準

に
基

づ
く⼿

法
も

しく
は

既
工

認
で

使
⽤

実
績

が
あ

る
⼿

法
を

⽤
い

て
評

価
を

⾏
う。

復
⽔

タン
ク

燃
料

取
替

⽤
⽔

タン
ク

荷
重

強
度
評
価

既
認

可
と同

じ⼿
法

で
荷

重
の

み
変

更
して

強
度

評
価

を
⾏

う。

海
⽔

ポ
ン

プ
荷

重
強
度
評
価

既
認

可
と同

じ⼿
法

で
荷

重
の

み
変

更
して

強
度

評
価

を
⾏

う。

SA 施
設

緊
急

時
対

策
所

建
屋

荷
重

強
度
評
価

規
準

に
基

づ
く⼿

法
も

しく
は

既
工

認
で

使
⽤

実
績

が
あ

る
⼿

法
を

⽤
い

て
評

価
を

⾏
う。

特
重

施
設

特
重

施
設

の
建

屋
※

荷
重

強
度
評
価

規
準

に
基

づ
く⼿

法
も

しく
は

既
工

認
で

使
⽤

実
績

が
あ

る
⼿

法
を

⽤
い

て
評

価
を

⾏
う。

※
「発

電
⽤

原
⼦

炉
施

設
の

⾃
然

現
象

等
に

よ
る

損
傷

の
防

⽌
に

関
す

る
説

明
書

」の
補

⾜
説

明
資

料
で

は
、屋

外
に

⼀
部

露
出

して
い

る
特

重
設

備
に

つ
い

て
も

構
造

強
度

評
価

上
問

題
の

な
い

こと
を

確
認

して
い

る
。
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ow
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nc
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本
設
⼯
認
申
請

の
内

容
（

2/
3）

本
⽂
の
記
載
概
要
（
既
⼯
認
か
ら
の
変
更
箇
所
）

施
設
の
種
類

要
目
表

基
本
設
計
方
針

原
⼦

炉
冷

却
系

統
施

設
変

更
な

し

「第
1章

共
通

項
目

2.
3

外
部

か
らの

損
傷

防
⽌

b.
⽕

⼭
」に

つ
い

て
、最

⼤
層

厚
に

か
か

る
記

載
を

変
更

す
る

。

（
ａ

）
防

護
設

計
に

お
け

る
降

下
⽕

砕
物

の
特

性
の

設
定

設
計

に
⽤

い
る

降
下

⽕
砕

物
は

、設
置

（
変

更
）

許
可

を
受

け
た
最
大

層
厚
○
cm

※
、粒

径
1m

m
以

下
、密

度
0.

7g
/c

m
３
（

乾
燥

状
態

）
〜

1.
5g

/c
m

３
（

湿
潤

状
態

）
と設

定
す

る
。

美
浜

発
電

所
︓

22
cm

高
浜

発
電

所
︓

27
cm

⼤
飯

発
電

所
︓

25
cm

※

本
⽂

の
記

載
概

要
（

既
認

可
か

らの
変

更
箇

所
）

は
、以

下
の

とお
りで

あ
る

。
基

本
設

計
⽅

針
に

お
い

て
、降

下
⽕

砕
物

の
最

⼤
層

厚
を

変
更

し、
第

7条
（

外
部

か
らの

衝
撃

に
よ

る
損

傷
の

防
⽌

）
及

び
第

54
条

（
重

⼤
事

故
等

対
処

設
備

）
に

適
合

す
る

こと
を

説
明

す
る

も
の

で
あ

る
。

な
お

、本
設

工
認

申
請

は
設

備
の

変
更

が
な

い
こと

か
ら他

条
⽂

へ
の

影
響

は
な

い
。

20
21
年

9月
7日

審
査
会
合
資
料

7



5

Th
e 

Ka
ns

ai
 E

le
ct

ric
 P

ow
er

 C
o.

, I
nc

.

本
設
⼯
認
申
請

の
内

容
（

3/
3）

本
設

工
認

申
請

に
お

い
て

、実
⽤

炉
規

則
の

別
表

第
2に

基
づ

く添
付

資
料

及
び

それ
ぞ

れ
の

資
料

に
対

す
る

設
置

許
可

審
査

で
の

特
記

事
項

、既
認

可
との

相
違

は
、下

表
の

とお
り。

添
付
資
料
※
1

添
付
資
料
名

記
載
概
要

資
料

1
発

電
⽤

原
⼦

炉
の

設
置

許
可

との
整

合
性

に
関

す
る

説
明

書
本

申
請

が
設

置
変

更
許

可
申

請
書

の
基

本
⽅

針
に

従
った

詳
細

設
計

で
あ

る
こと

に
つ

い
て

、設
置

変
更

許
可

申
請

書
本

⽂
と設

工
認

本
⽂

との
整

合
性

に
より

⽰
す

。

資
料

2
発

電
⽤

原
⼦

炉
施

設
の

⾃
然

現
象

等
に

よる
損

傷
の

防
⽌

に
関

す
る

説
明

書
⼤

⼭
⽕

⼭
の

⼤
⼭

生
竹

テ
フラ

の
噴

出
規

模
⾒

直
しに

伴
う降

下
⽕

砕
物

の
層

厚
変

更
に

よ
り、

防
護

対
象

施
設

は
、想

定
す

る
降

下
⽕

砕
物

に
対

し、
積

雪
及

び
⾵

を
考

慮
した

場
合

に
お

い
て

も
、

施
設

の
安

全
機

能
を

損
な

うお
それ

が
な

い
こと

を説
明

す
る

。

資
料

3
安

全
設

備
及

び
重

⼤
事

故
等

対
処

設
備

が
使

⽤
され

る
条

件
の

下
に

お
け

る
健

全
性

に
関

す
る

説
明

書
⼤

⼭
⽕

⼭
の

⼤
⼭

生
竹

テ
フラ

の
噴

出
規

模
⾒

直
しに

伴
う降

下
⽕

砕
物

の
層

厚
変

更
に

よ
り、

重
⼤

事
故

等
対

処
設

備
が

使
⽤

され
る

条
件

の
下

に
お

け
る

健
全

性
に

つ
い

て
説

明
す

る
。

資
料

4
強

度
に

関
す

る
説

明
書

※
２

⼤
⼭

⽕
⼭

の
⼤

⼭
生

竹
テ

フラ
の

噴
出

規
模

⾒
直

しに
伴

う降
下

⽕
砕

物
の

層
厚

変
更

に
よ

り、
降

下
⽕

砕
物

等
の

堆
積

時
に

お
い

て
も

、降
下

⽕
砕

物
の

影
響

を
考

慮
す

る
施

設
が

機
能

維
持

の
た

め
に

、構
造

健
全

性
を

有
す

る
こと

を
説

明
す

る
。

資
料

5
設

計
及

び
工

事
に

係
る

品
質

マネ
ジ

メン
トシ

ス
テ

ム
に

関
す

る
説

明
書

本
申

請
の

品
質

管
理

の
実

績
・計

画
に

つ
い

て
説

明
す

る
。

※
１
添
付
資
料
番
号
は
、
⾼
浜
３
，
４
号
機
の
例

※
２
資
料
４
の
強
度
に
関
す
る
説
明
書
は
第

17
条
（
材
料
及
び
構
造
）
の
適
合
性
確
認
の
た
め
の
添
付
資
料
で
あ
る
が
、
今
回
実
施
し
た
強
度
評
価
は
第

7条
（
外
部
か
ら
の

衝
撃
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）
及
び
第

54
条
（
重
⼤
事
故
等
対
処
設
備
）
に
対
す
る
適
合
性
確
認
で
あ
る
た
め
、
資
料
４
の
別
添
に
強
度
計
算
書
を
整
理
す
る
。

20
21
年

9月
7日

審
査
会
合
資
料

（
検
査
と
関
連
し
な
い
箇
所
削
除
）
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変
更

前
 

変
更

後
 

計
と

す
る

。
 

 

ｂ
．

火
山
 

防
護

対
象

施
設

は
、

発
電

所
の

運
用

期
間

中
に

お
い

て
安

全
性

に
影

響
を

及

ぼ
し

得
る

火
山

事
象

と
し

て
設

置
（

変
更
）
許
可

を
受

け
た
降

下
火
砕

物
の

特
性

を
設

定
し
、
そ
の

降
下

火
砕

物
が

発
生
し

た
場

合
に

お
い

て
も

、
防

護
対

象
施

設

が
安

全
機

能
を

損
な

う
お

そ
れ

が
な
い

設
計

と
す

る
。
 

重
大

事
故

等
対

処
設

備
は

、「
５

．
１

．
１

．
５

 
環

境
条
件

等
」
を
考

慮
し

た
設

計
と

す
る

。
 

な
お
、
定
期

的
に

新
知

見
の

確
認

を
行
い
、
新
知

見
が

得
ら

れ
た

場
合
に

評
価

す
る

こ
と

を
保

安
規

定
に

定
め

る
。
 

 

（
ａ

）
防

護
設

計
に

お
け

る
降

下
火
砕

物
の

特
性

の
設

定
 

設
計

に
用

い
る

降
下

火
砕

物
は

、
設

置
（

変
更

）
許

可
を

受
け

た
最

大
層

厚

1
0
c
m、

粒
径

1
mm
以
下

、
密

度
0
.
7
g
/
cm

３
（
乾

燥
状

態
）
～

1.
5
g
/
c
m
３
（
湿

潤
状

態
）

と
設

定
す

る
。
 

 

（
ｂ

）
降

下
火

砕
物

に
対

す
る

防
護
対

策
 

降
下

火
砕

物
の

影
響

を
考

慮
す

る
施
設

は
、
降

下
火

砕
物

に
よ

る
「

直
接

的
影

響
」
及
び
「

間
接

的
影

響
」
に
対

し
て
、
以
下

の
適

切
な

防
護

措
置
を

講
じ

る
こ

と
で

安
全

機
能

を
損

な
う

お
そ

れ
が
な

い
設

計
と

す
る

。
 

イ
．

直
接

的
影

響
に

対
す

る
設

計
方
針
 

（
イ

）
構

造
物

へ
の

荷
重
 

防
護

対
象

施
設

及
び

防
護

対
象

施
設

に
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

の
あ

る
ク

ラ

  ｂ
．

火
山
 

防
護

対
象

施
設

は
、

発
電

所
の

運
用

期
間

中
に

お
い

て
安

全
性

に
影

響
を

及

ぼ
し

得
る

火
山

事
象

と
し

て
設

置
（

変
更
）
許
可

を
受

け
た
降

下
火
砕

物
の

特
性

を
設

定
し
、
そ
の

降
下

火
砕

物
が

発
生
し

た
場

合
に

お
い

て
も

、
防

護
対

象
施

設

が
安

全
機

能
を

損
な

う
お

そ
れ

が
な
い

設
計

と
す

る
。
 

重
大

事
故

等
対

処
設

備
は

、「
５

．
１

．
１

．
５

 
環

境
条
件

等
」
を
考

慮
し

た
設

計
と

す
る

。
 

な
お
、
定
期

的
に

新
知

見
の

確
認

を
行
い
、
新
知

見
が

得
ら

れ
た

場
合
に

評
価

す
る

こ
と

を
保

安
規

定
に

定
め

る
。
 

 

（
ａ

）
防

護
設

計
に

お
け

る
降

下
火
砕

物
の

特
性

の
設

定
 

設
計

に
用

い
る

降
下

火
砕

物
は

、
設

置
（

変
更

）
許

可
を

受
け

た
最

大
層

厚

2
7
c
m、

粒
径

1
mm
以
下

、
密

度
0
.
7
g
/
cm

３
（
乾

燥
状

態
）
～

1.
5
g
/
c
m
３
（
湿

潤
状

態
）

と
設

定
す

る
。
 

 （
ｂ

）
降

下
火

砕
物

に
対

す
る

防
護
対

策
 

降
下

火
砕

物
の

影
響

を
考

慮
す

る
施
設

は
、
降

下
火

砕
物

に
よ

る
「

直
接

的
影

響
」
及
び
「

間
接

的
影

響
」
に
対

し
て
、
以
下

の
適

切
な

防
護

措
置
を

講
じ

る
こ

と
で

安
全

機
能

を
損

な
う

お
そ

れ
が
な

い
設

計
と

す
る

。
 

イ
．

直
接

的
影

響
に

対
す

る
設

計
方
針
 

（
イ

）
構

造
物

へ
の

荷
重
 

防
護

対
象

施
設

及
び

防
護

対
象

施
設

に
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

の
あ

る
ク

ラ

9

添
付

２

【
高
浜
３
号
機
の
例
】



 

- T3-Ⅱ-3-11-11 - 

変
更

前
 

変
更

後
 

ス
３
（

発
電

用
軽

水
型

原
子

炉
施

設
の
安

全
機

能
の

重
要

度
分

類
）
に
属

す
る

施

設
（
以

下
「

ク
ラ

ス
３

に
属
す

る
施
設
」
と
い

う
。）

の
う
ち

、
屋

外
に

設
置

し

て
い

る
施

設
、

並
び

に
防

護
対

象
施

設
を

内
包

し
降

下
火

砕
物

か
ら

そ
の

施
設

を
防

護
す

る
建

屋
で

、
降

下
火

砕
物

が
堆

積
し

や
す

い
屋

根
構

造
を

有
す

る
施

設
に

つ
い

て
は
、
降
下

火
砕

物
を

除
去
す

る
こ

と
に

よ
り
、
短
期

的
な
荷

重
に

対

し
て

安
全

機
能

を
損

な
う

お
そ

れ
が

な
い

よ
う

許
容

荷
重

が
降

下
火

砕
物

、
風

（
台

風
）

及
び

積
雪

に
よ

る
組

合
せ

を
考

慮
し

た
荷

重
に

対
し

て
安

全
裕

度
を

有
す

る
設

計
と

す
る

。
 

 な
お
、
荷
重

に
よ

り
構

造
健

全
性

を
失
わ

な
い

よ
う
、
降
灰

時
に

は
当
該

施
設

に
堆

積
す

る
降

下
火

砕
物

を
除

去
す
る

こ
と

を
保

安
規

定
に

定
め
る

。
 

屋
内

の
重

大
事

故
等

対
処

設
備

に
つ

い
て

は
、

環
境

条
件

を
考

慮
し

て
降

下

火
砕

物
に

よ
る

短
期

的
な

荷
重

に
よ

り
機

能
を

損
な

わ
な

い
よ

う
に

、
降

下
火

砕
物

に
よ

る
組

合
せ

を
考

慮
し

た
荷

重
に

対
し

安
全

裕
度

を
有

す
る

建
屋

内
に

設
置

す
る

設
計

と
す

る
。
 

屋
外

の
重

大
事

故
等

対
処

設
備

に
つ

い
て

は
、

環
境

条
件

を
考

慮
し

て
降

下

火
砕

物
に

よ
る

荷
重

に
よ

り
機

能
を

損
な

わ
な

い
よ

う
に

、
降

下
火

砕
物

を
除

去
す

る
こ

と
に

よ
り

、
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
機

能
が

損
な

わ
れ

る
お
そ

れ
が

な
い

設
計

と
す

る
。
 

な
お
、
必
要

な
機

能
が

損
な

わ
れ

る
お
そ

れ
が

な
い

よ
う
、
降
灰

時
に
は

屋
外

の
重

大
事

故
等

対
処

設
備

に
堆

積
す

る
降

下
火

砕
物

を
除

去
す

る
こ

と
を

保
安

規
定

に
定

め
る

。
 

 

（
ロ

）
閉

塞
 

ス
３
（

発
電

用
軽

水
型

原
子

炉
施

設
の
安

全
機

能
の

重
要

度
分

類
）
に
属

す
る

施

設
（
以

下
「

ク
ラ

ス
３

に
属
す

る
施
設
」
と
い

う
。）

の
う
ち

、
屋

外
に

設
置

し

て
い

る
施

設
、

並
び

に
防

護
対

象
施

設
を

内
包

し
降

下
火

砕
物

か
ら

そ
の

施
設

を
防

護
す

る
建

屋
で

、
降

下
火

砕
物

が
堆

積
し

や
す

い
屋

根
構

造
を

有
す

る
施

設
に

つ
い

て
は
、
降
下

火
砕

物
を

除
去
す

る
こ

と
に

よ
り
、
降
下

火
砕
物

に
よ

る

荷
重

並
び

に
火

山
と

組
み

合
わ

せ
る
積

雪
及

び
風
（

台
風
）
の

荷
重
を

短
期

的
な

荷
重

と
し

て
考

慮
し

、
短

期
的

な
荷

重
に

対
し

て
安

全
機

能
を

損
な

う
お

そ
れ

が
な

い
よ

う
構

造
健

全
性

を
維

持
す
る

設
計

と
す

る
。
 

 な
お
、
荷
重

に
よ

り
構

造
健

全
性

を
失
わ

な
い

よ
う
、
降
灰

時
に

は
当
該

施
設

に
堆

積
す

る
降

下
火

砕
物

を
除

去
す
る

こ
と

を
保

安
規

定
に

定
め
る

。
 

屋
内

の
重

大
事

故
等

対
処

設
備

に
つ

い
て

は
、

環
境

条
件

を
考

慮
し

て
降

下

火
砕

物
に

よ
る

短
期

的
な

荷
重

に
よ

り
機

能
を

損
な

わ
な

い
よ

う
に

、
降

下
火

砕
物

に
よ

る
組

合
せ

を
考

慮
し

た
荷

重
に

対
し

安
全

裕
度

を
有

す
る

建
屋

内
に

設
置

す
る

設
計

と
す

る
。
 

屋
外

の
重

大
事

故
等

対
処

設
備

に
つ

い
て

は
、

環
境

条
件

を
考

慮
し

て
降

下

火
砕

物
に

よ
る

荷
重

に
よ

り
機

能
を

損
な

わ
な

い
よ

う
に

、
降

下
火

砕
物

を
除

去
す

る
こ

と
に

よ
り

、
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
機

能
が

損
な

わ
れ

る
お
そ

れ
が

な
い

設
計

と
す

る
。
 

な
お
、
必
要

な
機

能
が

損
な

わ
れ

る
お
そ

れ
が

な
い

よ
う
、
降
灰

時
に
は

屋
外

の
重

大
事

故
等

対
処

設
備

に
堆

積
す

る
降

下
火

砕
物

を
除

去
す

る
こ

と
を

保
安

規
定

に
定

め
る

。
 

 （
ロ

）
閉

塞
 

10

記
載

の
適

正
化
（
他
プ
ラ
ン
ト

で
の
適
正
化
実
績
を

反
映
）



 

- T3-Ⅱ-3-11-12 - 

変
更

前
 

変
更

後
 

ⅰ
．

水
循

環
系

の
閉

塞
 

防
護

対
象

施
設

及
び

防
護

対
象

施
設

に
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

の
あ

る
ク

ラ

ス
３

に
属

す
る

施
設

の
う

ち
、

屋
外

に
開

口
し

て
お

り
降

下
火

砕
物

を
含

む
海

水
の

流
路

と
な

る
施

設
に

つ
い

て
、

降
下

火
砕

物
の

粒
径

よ
り

大
き

な
流

水
部

を
設

け
る

こ
と

に
よ

り
、

水
循

環
系
の

狭
隘

部
が

閉
塞

し
な

い
設
計

と
す

る
。
 

な
お
、
降
下

火
砕

物
に

よ
り

水
循

環
系
が

閉
塞

し
な

い
よ

う
、
降

灰
時
に

は
点

検
を

行
い

、
状

況
に

応
じ

て
ス

ト
レ

ー
ナ

を
洗

浄
す

る
こ

と
を

保
安

規
定

に
定

め
る

。
 

 

ⅱ
．

換
気

系
、

電
気

系
及

び
計

装
制
御

系
に

対
す

る
機

械
的

影
響
（

閉
塞

）
 

防
護

対
象

施
設

、
防

護
対

象
施

設
に

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
の

あ
る

ク
ラ

ス

３
に

属
す

る
施

設
及

び
そ

の
他

の
施

設
の

う
ち

、
屋

外
に

開
口

し
て

お
り

降
下

火
砕

物
を

含
む

空
気

の
流

路
と

な
る

換
気

空
調

系
（

外
気

取
入

口
）

に
つ

い
て

は
、
開

口
部

を
下

向
き

の
構

造
と

す
る
こ

と
、
ま

た
フ

ィ
ル

タ
を

設
置
す

る
こ

と

に
よ

り
降

下
火

砕
物

が
侵

入
し

に
く

い
構

造
と

し
、

降
下

火
砕

物
に

よ
り

閉
塞

し
な

い
設

計
と

す
る

。
 

換
気

空
調

系
以

外
の

降
下

火
砕

物
を

含
む

空
気

の
流

路
と

な
る

施
設

に
つ

い

て
も
、
降
下

火
砕

物
が

侵
入

し
に

く
い
構

造
、
又

は
降

下
火

砕
物

が
侵
入

し
た

場

合
で

も
、

降
下

火
砕

物
に

よ
り

流
路
が

閉
塞

し
な

い
設

計
と

す
る
。
 

な
お
、
降
下

火
砕

物
に

よ
り
閉

塞
し
な

い
よ

う
、
降

灰
時
に

は
点
検

を
行

い
、

状
況

に
応

じ
て

換
気

空
調

系
の

フ
ィ

ル
タ

の
清

掃
や

取
替

え
の

実
施

に
つ

い
て

保
安

規
定

に
定

め
る

。
 

 

（
ハ

）
磨

耗
 

          

変
更

な
し
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- T3-Ⅱ-3-11-13 - 

変
更

前
 

変
更

後
 

ⅰ
．
水

循
環

系
、
換

気
系

、
電
気

系
及
び

計
装

制
御

系
に

対
す

る
機
械

的
影

響
（
磨

耗
）
 

防
護

対
象

施
設

及
び

防
護

対
象

施
設

に
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

の
あ

る
ク

ラ

ス
３

に
属

す
る

施
設

の
う

ち
、

屋
外

に
開

口
し

て
お

り
降

下
火

砕
物

を
含

む
海

水
の

流
路

と
な

る
施

設
、

並
び

に
屋

外
に

開
口

又
は

屋
内

の
空

気
を

機
器

内
に

取
り

込
む

機
構

を
有

し
、
か

つ
摺

動
部
を

有
す

る
換

気
系
、
電
気

系
及
び

計
装

制

御
系

の
施

設
に

つ
い

て
は
、
降
下

火
砕
物

に
対

し
、
機

能
を

損
な

う
お
そ

れ
が

な

い
よ

う
、

降
下

火
砕

物
が

侵
入

し
に

く
い

構
造

と
す

る
こ

と
又

は
磨

耗
し

に
く

い
材

料
を

使
用

す
る

こ
と

に
よ

り
、
磨

耗
し

に
く

い
設

計
と

す
る
。
 

な
お
、
磨
耗

が
進

展
し

な
い
よ

う
、
降
灰

時
に

は
水

循
環
系

、
換

気
空

調
系

の

フ
ィ

ル
タ

の
点

検
を

行
な

い
、
状
況

に
応

じ
て

清
掃

、
取

替
え

、
並

び
に

閉
回

路

循
環

運
転

等
の

実
施

に
つ

い
て

保
安
規

定
に

定
め

る
。
 

 （
ニ

）
腐

食
 

ⅰ
．

構
造

物
の

化
学

的
影

響
（

腐
食
）
 

防
護

対
象

施
設

及
び

防
護

対
象

施
設

に
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

の
あ

る
ク

ラ

ス
３

に
属

す
る

施
設

の
う

ち
、

屋
外

に
設

置
し

て
い

る
施

設
並

び
に

防
護

対
象

施
設

を
内

包
し

降
下

火
砕

物
か

ら
そ

の
施

設
を

防
護

す
る

建
屋

に
つ

い
て

は
、

耐
食

性
の

あ
る

塗
装

を
実

施
す

る
こ

と
に

よ
り

、
降

下
火

砕
物

に
よ

り
短

期
的

に
腐

食
が

発
生

し
な

い
設

計
と

す
る
。
 

な
お
、
長
期

的
な

腐
食

の
影

響
が

生
じ
な

い
よ

う
、
降

灰
時

に
は

日
常
保

守
管

理
に

お
け

る
点

検
並

び
に

状
況

に
応

じ
た

塗
装

の
実

施
に

つ
い

て
保

安
規

定
に

定
め

る
。
 

屋
内

の
重

大
事

故
等

対
処

設
備

に
つ

い
て

は
、

降
下

火
砕

物
に

よ
る

短
期

的

          

変
更

な
し
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- T3-Ⅱ-3-11-14 - 

変
更

前
 

変
更

後
 

な
腐

食
に

よ
り

機
能

を
損

な
わ

な
い

よ
う

に
、

耐
食

性
の

あ
る

塗
装

を
実

施
し

た
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
と

す
る
。
 

屋
外

の
重

大
事

故
等

対
処

設
備

に
つ

い
て

は
、

降
下

火
砕

物
を

除
去

す
る

こ

と
に

よ
り

、
降

下
火

砕
物

に
よ

る
腐

食
に

対
し

て
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
機

能
が

損
な

わ
れ

る
お

そ
れ

が
な

い
設

計
と

す
る

。
 

な
お
、
長
期

的
な

腐
食

の
影

響
が

生
じ
な

い
よ

う
、
降

灰
時

に
は

屋
外
の

重
大

事
故

等
対

処
設

備
に

堆
積

す
る

降
下

火
砕

物
を

除
去

す
る

こ
と

を
保

安
規

定
に

定
め

る
。
 

 

ⅱ
．

水
循

環
系

の
化

学
的

影
響

（
腐
食

）
 

防
護

対
象

施
設

及
び

防
護

対
象

施
設

に
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

の
あ

る
ク

ラ

ス
３

に
属

す
る

施
設

の
う

ち
、

屋
外

に
開

口
し

て
お

り
降

下
火

砕
物

を
含

む
海

水
の

流
路

と
な

る
施

設
に

つ
い

て
は

、
耐

食
性

の
あ

る
材

料
の

使
用

や
塗

装
を

実
施

す
る

こ
と

に
よ

り
、

降
下

火
砕

物
に

よ
り

短
期

的
に

腐
食

が
発

生
し

な
い

設
計

と
す

る
。
 

な
お
、
長
期

的
な

腐
食

の
影

響
が

生
じ
な

い
よ

う
、
降

灰
時

に
は

日
常
保

守
管

理
に

お
け

る
点

検
並

び
に

状
況

に
応

じ
た

塗
装

の
実

施
に

つ
い

て
保

安
規

定
に

定
め

る
。
 

 

ⅲ
．

換
気

系
、

電
気

系
及

び
計

装
制
御

系
に

対
す

る
化

学
的

影
響
（

腐
食

）
 

防
護

対
象

施
設

及
び

防
護

対
象

施
設

に
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

の
あ

る
ク

ラ

ス
３

に
属

す
る

施
設

の
う

ち
、

屋
外

に
開

口
し

て
お

り
降

下
火

砕
物

を
含

む
空

気
の

流
路

と
な

る
施

設
に

つ
い

て
は

、
耐

食
性

の
あ

る
塗

装
を

実
施

す
る

こ
と

          

変
更

な
し
 

             

13



 

- T3-Ⅱ-3-11-15 - 

変
更

前
 

変
更

後
 

に
よ

り
、

降
下

火
砕

物
に

よ
り

短
期
的

に
腐

食
が

発
生

し
な

い
設
計

と
す

る
。
 

な
お
、
長
期

的
な

腐
食

の
影

響
が

生
じ
な

い
よ

う
、
降

灰
時

に
は

日
常
保

守
管

理
に

お
け

る
点

検
並

び
に

状
況

に
応

じ
た

塗
装

の
実

施
に

つ
い

て
保

安
規

定
に

定
め

る
。
 

 

（
ホ

）
発

電
所

周
辺

の
大

気
汚

染
 

防
護

対
象

施
設

、
防

護
対

象
施

設
に

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
の

あ
る

ク
ラ

ス

３
に

属
す

る
施

設
及

び
そ

の
他

の
施

設
の

う
ち

、
中

央
制

御
室

換
気

空
調

系
に

つ
い

て
は
、
降
下

火
砕

物
が

侵
入

し
に
く

い
構

造
と

し
、
更

に
フ

ィ
ル
タ

を
設

置

す
る

こ
と

に
よ

り
、

降
下

火
砕

物
が

中
央

制
御

室
に

侵
入

し
に

く
い

設
計

と
す

る
。
 

な
お

、
外

気
を

遮
断

し
降

下
火

砕
物

の
侵

入
に

よ
る

中
央

制
御

室
の

大
気

汚

染
を

防
止

す
る

た
め

、
降

灰
時

に
は

閉
回

路
循

環
運

転
の

実
施

に
つ

い
て

保
安

規
定

に
定

め
る

。
 

 

（
ヘ

）
絶

縁
低

下
 

防
護

対
象

施
設

、
防

護
対

象
施

設
に

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
の

あ
る

ク
ラ

ス

３
に

属
す

る
施

設
及

び
そ

の
他

の
施

設
の

う
ち

、
空

気
を

取
り

込
む

機
構

を
有

す
る

計
装

盤
に

つ
い

て
は

、
設

置
場

所
の

換
気

空
調

系
の

屋
外

開
口

部
を

下
向

き
の

構
造

と
す

る
こ

と
、
ま

た
フ

ィ
ル
タ

を
設

置
す

る
こ

と
に

よ
り
、
降

下
火

砕

物
が

侵
入

し
に

く
い

設
計

と
す

る
。
 

な
お

、
外

気
を

遮
断

し
降

下
火

砕
物

に
よ

る
計

装
盤

の
絶

縁
低

下
を

防
止

す

る
た

め
、

降
灰

時
に

は
外

気
取

入
ダ

ン
パ

の
閉

止
及

び
閉

回
路

循
環

運
転

の
実

施
に

つ
い

て
保

安
規

定
に

定
め

る
。
 

          

変
更

な
し
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- T3-Ⅱ-3-11-16 - 

変
更

前
 

変
更

後
 

 

ロ
．

間
接

的
影

響
に

対
す

る
設

計
方
針
 

降
下

火
砕

物
に

よ
る

間
接

的
影

響
で
あ

る
7
日
間

の
外

部
電
源

喪
失
、
発
電

所

外
で

の
交

通
の

途
絶

に
よ

る
ア

ク
セ

ス
制

限
事

象
に

対
し

、
原

子
炉

及
び

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

の
安

全
性

を
維

持
す

る
た

め
に

必
要

と
な

る
電

源
の

供
給

が
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
燃

料
油

貯
油

そ
う

か
ら

の
燃

料
供

給
に

よ
り

継
続

で
き

、
非

常
用

電
源

設
備

か
ら

受
電

で
き

る
設
計

と
す

る
。
 

 ｃ
．

外
部

火
災
 

想
定

さ
れ

る
外

部
火

災
に

お
い

て
、

火
災

源
を

発
電

所
敷

地
内

及
び

敷
地

外

に
設

定
し

防
護

対
象

施
設

に
係

る
温

度
や

距
離

を
算

出
し

、
そ

れ
ら

に
よ

る
影

響
評

価
を

行
い

、
最

も
厳

し
い

火
災

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
も

安
全

機
能

を
損

な
う

こ
と

の
な

い
設

計
と

す
る
。
 

防
護

対
象

施
設

は
、
防

火
帯
の

設
置
、
建

屋
に

よ
る

防
護

、
離

隔
距
離

の
確

保

に
よ

る
防

護
を

行
う

設
計

と
す

る
。
な
お
、
防
火

帯
外

側
に
あ

る
固
体

廃
棄

物
貯

蔵
庫

に
つ

い
て

は
、

そ
の

周
辺

に
防

火
帯

と
同

じ
幅

の
防

火
エ

リ
ア

及
び

飛
び

火
対

策
と

し
て

散
水

設
備

を
設

け
る
こ

と
に

よ
り

防
護

す
る

設
計
と

す
る

。
 

重
大

事
故

等
対

処
設

備
は

、「
５

．
１
．
１
．
２
 

多
様

性
、
位

置
的
分

散
等

」

の
う

ち
、

位
置

的
分

散
を

考
慮

し
た
設

計
と

す
る

。
 

外
部

火
災

の
影

響
に

つ
い

て
は

、
保

安
規

定
に

定
期

的
な

評
価

の
実

施
を

定

め
る

こ
と

に
よ

り
評

価
す

る
。

 

（
ａ

）
防

火
帯

幅
の

設
定

に
対

す
る
設

計
方

針
 

自
然

現
象

と
し

て
想

定
さ

れ
る

森
林

火
災

に
つ

い
て

は
、

延
焼

防
止

を
目

的

と
し

て
森

林
火

災
シ

ミ
ュ

レ
ー

シ
ョ

ン
解

析
コ

ー
ド

を
用

い
て

求
め

た
最

大
火

        ｃ
．

外
部

火
災
 

変
更

な
し
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Ｄ
Ｎ

Ｐ
に

係
る

設
工

認
申

請
に

対
す
る

使
用

前
確

認
の

省
略

要
否
一

覧
表

 
発

電
所

 
対

象
施
設

 
設

工
認
手

続
き

 
使

用
前
確

認
の

省
略

指
示

の
要

否
 

美
浜

３
号

機
 

Ｄ
Ｂ

／
Ｓ

Ａ
 

新
規

申
請

 
〇

 
特

重
 

特
重

設
工

認
の

変
更

認
可

申
請

 
×

 

高
浜

１
号

機
 

Ｄ
Ｂ

／
Ｓ

Ａ
 

Ｓ
Ａ

一
括

工
認

の
変

更
認

可
申

請
 

〇
 

特
重

 
特

重
工
認

の
変

更
認

可
申

請
 

〇
 

高
浜

２
号

機
 

Ｄ
Ｂ

／
Ｓ

Ａ
 

Ｓ
Ａ

一
括

工
認

の
変

更
認

可
申

請
 

〇
 

特
重

 
特

重
工
認

の
変

更
認

可
申

請
 

〇
 

高
浜

３
号

機
 

Ｄ
Ｂ

／
Ｓ

Ａ
／

特
重

 
新

規
申
請

 
〇

 
高

浜
４
号

機
 

Ｄ
Ｂ

／
Ｓ

Ａ
／

特
重

 
新

規
申
請

 
〇

 

大
飯

３
号

機
 

Ｄ
Ｂ

／
Ｓ

Ａ
 

新
規

申
請

 
〇

 
特

重
 

特
重

設
工

認
の

変
更

認
可

申
請

 
×

 

大
飯

４
号

機
 

Ｄ
Ｂ

／
Ｓ

Ａ
 

新
規

申
請

 
〇

 
特

重
 

特
重

設
工

認
の

変
更

認
可

申
請

 
×

 
 

【
補

足
】
 

 
 

新
規

申
請

分
に

つ
い

て
は

、
通

常
ど
お

り
省

略
指

示
を

い
た

だ
き
た

い
。
 

 
 

美
浜

３
号

機
、

大
飯
３

，
４
号

機
の

特
重
分

に
つ
い

て
は
、

特
重

本
体
の

設
工
認

の
変
認

と
し

て
申
請

し
て
い

る
こ
と

か
ら

、
Ｄ
Ｎ

Ｐ
に
係

る
設
工

認
認

可
後

に
お

い
て

使
用

前
確

認
申

請
書

の
記
載

内
容

変
更

を
行

い
、

認
可
番

号
を

追
加

す
る

こ
と

で
対
応

で
き

る
た

め
省

略
指

示
は
不

要
で

あ
る

。
 

 
 

高
浜

１
，

２
号

機
に
つ

い
て
は

、
Ｓ

Ａ
一
括

及
び
特

重
と
も

に
２

０
２
０

年
４
月

以
前
に

認
可

さ
れ
た

た
め
使

用
前
確

認
で

は
な
く

使
用
前

検
査
を

受
検

し
て

い
る

と
こ

ろ
で

あ
り
、

省
略
指

示
を

い
た
だ

け
な
い

場
合
、

新
た

に
使
用

前
確
認

申
請
を

実
施

す
る
必

要
が
あ

る
こ
と

か
ら

省
略
指

示
を
い

た
だ
き

た
い

と
考

え
て

い
る

。
 

添
付

３
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